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14．定期試験について 

定期試験は「試験期間」（前期・後期各 1 週間。全学共通科目授業日程参照）に実施します。試験は、原則として通

常と同じ曜時限に実施されます（ただし、フランス語初級統一試験など、例外的に一部普段と異なる曜時限に試験を実

施する科目もあります）。 

なお、試験期間に試験を実施する科目は、当該期間の 2 週間前に KULASIS にて試験時間・試験教室などの詳細を発

表します。科目によっては発表後に情報が更新される場合がありますので、KULASIS で最新情報を確認するようにして

ください。 

また、試験期間に定期試験が実施されない科目については、定期試験に代えて「レポート試験」が課される科目や、

授業中の平常点（小テスト、レポート課題提出、出席と参加の状況等を含む）のみで評価される科目等があります。 

 

（1）定期試験に関する一般的注意事項 

 履修登録した科目のみ受験することができます。必ず履修登録した曜時限で受験してください。登録以外の曜時限で

受験しても単位は認定されません。 

 当該科目の開講期に休学した場合は、受験できません。 

 受験に際しては、必ず学生証を机上に提示してください。 

 学生証を紛失するなどして携帯していない学生は、試験開始前までに全学共通科目学生窓口へ申し出て、仮受験票を

受け取ったうえで受験してください。この仮受験票の有効期間は発行日限りです。なお、吉田南構内以外の学部の教

室を使って行う試験で、やむを得ず仮受験票の交付を受ける時間的余裕がない場合は、所属学部教務掛の発行する仮

受験票の交付が受けられれば代用可能とします。 

 試験開始後 20 分以上遅刻した学生は、試験室への入室が許可されません。 

 試験開始後 30 分経過するまでは、試験室からの退出は許可されません。 

 試験終了 5 分前から答案回収までは、退出は許可されません。 

 長机のある教室においては、特に指示のない場合は一列置きに着席してください。なお最後尾に着席した場合は、答

案を回収してください。 

 スマートフォン等は電源を切り、鞄に入れておいてください。時計代わりに使用しないでください。 

 筆記用具、時計（計時機能のみ）および特に持込みを許可されたもの以外の持ち物は鞄に入れて、机の棚も確認し、

足元に置いてください。（棚の中は何もない状態にする）。 

 持ち込み許可物件の「ノート」は、特に指示のないものは自筆のものに限り、ノートのコピー等の持ち込みを認めま

せん。 

 解答用紙の氏名欄および受験者名票（定期試験の場合）は必ず記入してください（ペンまたはボールペンで記入のこ

と）。 

 答案に解答とは無関係な事柄を書いている場合、不正行為とみなされることがあります。 

 答案は必ず提出してください。試験を途中で放棄する場合でも、持ち帰ると不正行為とみなされることがあります。 

 その他、試験中は監督者の指示に従ってください。 

 受験（レポート試験を含む）に際して万一不正行為があったときは、当該年度の全履修科目の成績がすべて無効とさ

れるなど、所属学部の基準によって厳正な措置がとられます。 

 

（2）再試験 

 全学共通科目では一部科目を除いて、受験して不合格となった科目の再試験は原則として実施しません。 

 再試験が予定されている科目について、その詳細は掲示等により指示があります。 

    

（3）追試験 

 試験期間に定期試験を実施する科目について、履修者が受験しなかった科目の追試験を申請できる事由および追試験

の対象となる期間は、次のいずれかに限ります。 

① 負傷又は疾病による場合。ただし、医師の診断書により証明されたもの。診断書により受験が困難であったと

判断される期間。 

② 忌引き（配偶者又は 2 親等以内の親族の死亡）の場合。ただし、公的な文書で死亡日が確認できるもの。死亡

日から起算して、配偶者又は 1 親等は連続する 7 日（休業日を含む）以内、2 親等は連続する 5 日（休業日を含

む）以内の期間。 
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③ その他、不可抗力による場合（交通事情、罹災等で証明書等により確認できるもの）で、国際高等教育院長が

認めたもの。証明書等により受験が困難であったと判断される期間。 

なお、就職活動、課外活動、学部科目試験との重複等の場合は申請を認めません。 

 追試験を希望する場合は、当該試験実施日の 3 日後までに、全学共通科目学生窓口へ申し出てください（申請は E

メールやオンラインフォーム等、別に案内する方法による）。期限を過ぎての申し出、授業担当教員への直接申請は

受け付けません。 

 追試験実施期間は、フィードバック期間最終日の翌日から土日祝日を除く 3 日間ですが、申請者の長期入院等により

追試験の実施ができない場合は、期間外に実施されることもあります。指定された追試験日に受験できなかった場合

は、再度の追試験や日程変更は行いません。  
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